
居宅療養管理指導の対象者と利用料金について…

※通院困難の例
1）医師の在宅診療や往診を受けている方。
2）寝たきりの状態、自立歩行困難、認知症などにより一人では通院が困難な方。

薬剤師による訪問サー
ビスを利用できる方

介護保険による
居宅療養管理指導

医療保険による
在宅患者訪問薬剤管理指導

薬剤師による訪問指導が必要
であると主治医が認めた通院
が困難な者※で、要介護認定
又は要支援認定を受けている
こと

薬剤師による訪問指導が必要
であると主治医が通院が困難※

と認めた方
①40歳未満の方
②薬剤師による訪問指導が必
　要であると主治医が認めた
　通院が困難な者※で、要介
　護認定又は要支援認定を
受けていないこと

利用料金（自己負担） 介護保険上の該当する負担
割合
（1割・2割・3割のいずれか）

医療保険上の該当する負担
割合
（1割・2割・3割のいずれか）

交通費など 実費請求可
（事前説明と同意が必要）

実費請求可
（事前説明と同意が必要）

在宅医療支援薬局リストの記載内容

1  掲載薬局の条件
この「在宅医療支援薬局リスト」は、令和4年7月現在で関東信越厚生局に在宅患者訪問薬

剤管理指導を実施する旨の届け出を行っている薬局のうち、神奈川県薬剤師会が独自に定めた
以下の条件を満たし、かつ、実際に在宅医療の要請を医療機関等より受けた場合、積極的に対
応可能であるとして手挙げ頂いた薬局を掲載しています。（在宅医療の実績を有する薬局とは
異なります）
〔掲載薬局の条件〕
　所在地が神奈川県にあり、実際に責任を持って「薬局薬剤師が実施する居宅療養管理
指導等」の在宅医療の要望に対応できる薬局であること。

介護保険における居宅療養管理指導及び医療保険における
在宅患者訪問薬剤管理指導のシステム

【保険薬局の要件】

【薬局薬剤師による居宅療養管理指導業務への係り方】
①医師・歯科医師の指示➡医師等、患者、介護者から患者情報の収集➡訪問の連絡及び患者の
同意➡訪問➡医師等への報告
②患者又は介護者からの依頼➡医師・歯科医師への連絡及び医師等の了解➡医師等の指示➡
医師等、患者、介護者からの情報収集➡訪問➡医師等への報告
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情報収集

医師等による診療・処方せんの発行

ケアマネージャー

居宅サービス計画書報告書

連絡及び同意
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